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用）

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 上限1,000億円

【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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１．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年11月9日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の内容に訂正すべき事項が

生じましたので、本訂正届出書を提出するものです。

２．【訂正の内容】

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

２【投資方針】

(1)【投資方針】…下線部は訂正箇所を示します。

＜訂正前＞

（イ）（省略）

（ロ）運用方法

①（省略）

②投資態度

1)～2)（省略）

3)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、

上記の運用ができない場合があります。

（参考）「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融

商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに

規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している

（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券（以下「J-REIT」ということがあります。）

に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)（省略）

(2)投資態度

①～②（省略）

③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上

記の運用ができない場合があります。

３．運用制限

①～④（省略）

＜訂正後＞

（イ）（省略）

（ロ）運用方法

①（省略）

②投資態度

1)～2)（省略）

3)東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指

数を対象とする先物取引および外国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取

引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第

2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同

じ。）における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用す
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ることがあります。このため、不動産投資信託証券の実質組入総額と不動産投信指数先物取引の買

建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

4)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、

上記の運用ができない場合があります。

（参考）「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託

証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)（省略）

(2)投資態度

①～②（省略）

③東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を活用することがあり

ます。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合

計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上

記の運用ができない場合があります。

３．運用制限

①～④（省略）

⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに投資信託財産が運用対象とする不

動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物

取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信

指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図す

ることができます。

(2)【投資対象】…下線部は訂正箇所を示します。

＜訂正前＞

（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるも

のとします。

1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める

ものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

2.（省略）

（ロ）～（ホ）（省略）

＜訂正後＞

（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるも

のとします。

1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める

ものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託

約款第16条の2に定めるものに限ります。）
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ハ．金銭債権

ニ．約束手形

2.（省略）

（ロ）～（ホ）（省略）

(5)【投資制限】…下線部は訂正箇所を示します。

＜訂正前＞

（イ）投資信託約款にもとづく投資制限

①～⑤（省略）

⑥委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この

指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資

信託約款第20条）

⑦委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし

て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通

じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は

行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金

支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への

解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受

益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間

が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および

有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投

資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間

は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配

金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款

第26条）

（後略）

（ロ）（省略）

＜訂正後＞

①～⑤（省略）

⑥委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに投資信託財産が実質的

に運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有

価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが

国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行

うことを指図することができます。（投資信託約款第16条の2）

⑦委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この

指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資

信託約款第20条）

⑧委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし

て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通

じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は

行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金

支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への

解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
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益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間

が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および

有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投

資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間

は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配

金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款

第26条）

（後略）

（ロ）（省略）
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